
子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給 を実施しています!

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

①令和5年3月分の児童扶養手当受給者　
②令和4年度実施の「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）」受給者

1. ひとり親世帯分

上記以外で申請が必要な方

対象児童を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が減少し、
住民税均等割非課税相当の収入となった方

2. ひとり親世帯以外分（※ひとり親世帯分を受給された方を除く）

本人または扶養義務者の所得要件により令和5年3月分の児童扶養手当を
受けていないが、物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっているひとり親の方

公的年金の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方に限ります。

※対象児童…令和5年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児については20歳未満）

☎0120-400-903
■ こども家庭庁コールセンター

☎0948-22-5500（内線1112・1113・1114）
■ 飯塚市役所子育て支援課子育て支援・政策係

＊詳細につきましては、下記までお問合せされるか、飯塚市ホームページをご覧ください。

6月5日（月）から受付を開始します。
なお、申請受付は本庁のみで、各支所では行っておりません。ご了承ください。

申請に
ついて

児童 1 人当たり  一律 5万円支給額

申請不要で支給済の方

①

②

令和
5年度

飯塚市では物価高騰による購入意欲の低下を踏まえ、市民の皆様の消費の喚起
を図り、市内事業者の皆様を応援することを目的に『いいづかプレミアム電子
応援券』を発売します。

飯塚市では物価高騰による購入意欲の低下を踏まえ、市民の皆様の消費の喚起
を図り、市内事業者の皆様を応援することを目的に『いいづかプレミアム電子
応援券』を発売します。

カード版：スマートフォンを所持しない市内居住者
スマホ版：スマートフォンを所持する市内居住者
※令和5年4月1日時点で18歳以上の方に限ります。（高校生除く）

200,000口

1口 5,000円 （6,500円分利用可能） 　プレミアム率 30％

QRコード付きカード（以下カード版）
スマートフォン（以下スマホ版）の2種類　※紙券の発行はありません。

事前申込/申込者多数の場合、抽選

販売対象者

購入限度口数

発行口数

販売単位

券種

令和5年7月23日（日）　購入申込受付終了
令和5年6月01日（木）　購入申込受付開始

令和5年6月30日（金）　購入申込受付終了
令和5年6月01日（木）　購入申込受付開始

令和5年8月1日（火）～令和5年12月31日（日）

ポスターとステッカーを掲示している店舗で利用可能です。
また、取扱店一覧は飯塚市ホームページやいいづかPayアプリで随時アップしていきます。
※カード版とスマホ版で取扱店は異なりますので、ご注意ください。

●お問合せ　飯塚市役所　商工観光課　飯塚市プレミアム応援券担当窓口☎0948-22-5500（内線1905）

いいづかプレミアム電子応援券が市内の多くの店舗でご利用できる
よう市内事業者の皆様の取扱店加盟登録をお願いいたします。

申込
・

販売

1人10口まで （カード版とスマホ版、両方の申込みは不可）

カード版 ： 申込はがき郵送による申込

スマホ版 ： いいづかPayアプリから申込

取扱店について

利用期間

カード版・スマホ版ともに
コンビニエンスストアで

お支払い（チャージ）で購入完了

令和5年8月1日（火）～
令和5年8月20日（日）

販売期間

販売方法

市内事業者の皆様へ

応援券
内容
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